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又は・若しくは・並びに・及び・かっ
一一一法令用語釈義 その3ー←ー

平野敏彦

この法令用語釈義と題した一連の論考は，法令用語使用における思考と表

現が法思考においてどのような意義をもつかを解明することをねらいとして

いる。今回は法令用語解説の定番である選択の接続詞と併合の接続詞を採り

上げる。

法令丈の中で複数の語句，あるいは複数の丈を結びつけ，その関係を示す

接続調の用法は，条文読解の基礎中の基礎なので，学習段階の初期に教えら

れるのが通例である。だが，そういう用法を通じて伝達しようとする理由が

何かについてまで思いを巡らせることは少ないようである。

法令丈では，「AかBか」を表す選択の接続詞として「又はj と「若しく

はJ，「AもBも」を表す併合の接続詞として「及びjと「並びに」が用いら

れ，これら 4つの接続詞は漢字を用いて表記するものとされている。漢字の

送り仮名は時代により変遷があり，「若クハ」「若ハ」［及」「並ニ」「並」な

どがカタカナ法令丈には見られる。なお，法令丈でも，地方公共団体の条例

などには，漢字を用いず，平仮名表記（または・もしくは・ならびに・およ

び）が正文になっている場合もある。

これ以外の併合の接続詞としては「かっJ（戦前はもちろん，戦後の一時期ま

では「且ツj「且つjあるいは「且jという漢字で表記された。）があり，また

「及び」の代替表記である「と」ゃ「・」（印刷業界では，「中黒jとか「中ポツ」

と呼ばれているが，法制執務では，「中丸」と呼ばれることもある。）がある。
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1 論理学における結合

法令用語の選択・併合の接続調の説明をする場合，論理学を援用すると関

係性が明確になるので，必要な範囲で，まず予備知識としての論理学の解説

からはいりたい。例としては，指示される対象の個数が定まっているものが

可視性に富み，理解を容易にするので， l～12の自然数のうち， 2の倍数

(Aニ 2,4, 6, 8, 10, 12）と 3の倍数（B=3, 6, 9, 12）という数のグループを用

いることとする。

その数が2の倍数であるかないか， 3の倍数であるかないかの組み合わせ

は，下記の 4通りであり，それに尽きる。

① 2の倍数であり， 3の倍数でもある……6,12 

② 2の倍数であるが， 3の倍数ではない……2,4, 8, 10 

③ 2の倍数でないが， 3の倍数である・H ・H ・・・3,9 

④ 2の倍数ではなく， 3の倍数でもない……1,5, 7, 11 

これを樹形図（ツリー）に書くと次の通りである。

ぺ2O)f＃~-C- ~る： ~3~m~~~る①
3の倍数でない……②

2の倍数でないて一一一一 3の倍数である……③

~3 の倍数でない……④

これは言うまでもなく，次のディレクトリ構造と同形である。
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3の倍数でない……②

2の倍数でない←一一一「 3の倍数である…・・・③

」 3の倍数でない・…・・④

3の倍数から始めても，結果は変わらない。

~ 3 01m11n：＂る：~ 2 ＂＇＊~~＂る①
2の倍数でない……③

3の倍数でないて一一一一 2の倍数である……②

~2 の倍数でない・…・・④

L3の倍数であるー20) 11n~ -z: lltJる ① 

2の倍数でない……③

3の倍数でない一一一一「 2の倍数である・…・・②

し－ 2の倍数でない……④

これらの表記では，先の倍数についての記述が2回であるのに対し，後の

倍数については，内容が同じ記述がダ、フ守って登場するので，計4回必要で、あ

ることになる。

それぞれ同じ回数ですませるには 次のいわゆるたすき掛け図が都合がよい。

2の倍数である 3の倍数である

2の倍数でない 3の倍数でない
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この 2項目× 2項目の相互関係とそこで指示される対象の全体を一覧する

には，次のような表（テーブル）形式が最も有効である。

〔表 1〕 3の倍数である 3の倍数でない

② 2, 4, 8, 10 

④ 1, 5, 7, 
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2の倍数である｜① 6, 12 

2の倍数でない l③ 3, 9 

! 3, 6, 9, 12 ! 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ! 
L一一一ー一一一一一一一一一一一一一一」一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一」

これらを論理学の用語を用いて表現すればどうなるか。ある数が「2の倍

数である」かどうかの真偽は一意的に判断できるものなので，命題の資格を

満たす。したがって，命題論理学の道具立てを用いることができ，次のよう

に命題pの要素を記述できる。

P = Ix I 2の倍数であるいあるいは， p二 IxI 2, 4, 6, 8, 10, 121 

「2の倍数でないJは，否定結合子（～）を用いて，命題「pjの否定命

題［～ pjと表せ，同じように「3の倍数である」「3の倍数でない」は，

命題「q」とその否定命題「～ q」で表せる。

命題論理学では，真偽の判定ができる単純命題が組み合わさった複合命題

の真偽もまた判定できるよう体系化されている。否定命題も原命題に否定結

合子がついた複合命題と理解されているので，それ以外の複合命題を併せる

と次の 5つの演算が成立し， 5種類の論理記号（～〈〉→三）を用いて表現

される。

1 ）否定命題（negation）「～ p」

「pでない」（pや「 pとも記号表記される。）

2）連言命題（co町四ction）「p;¥ qJ 

「pかつ q」（ p . qや pqとも記号表記される。また， con－〔共に〕，
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junction〔接合〕という語源から，合接とも呼ばれる。）

3）選言命題（disjunction）「pv qJ 

「pまたは qJ (dis－〔離れた〕， junction〔接合〕という語源から，離接と

も呼ばれる。法令文と違い，「またはJと平仮名で表記する。）

4）合意命題（implication）「p→ q」

「pならばqJ (pコqとも記号表記される。また，内含命題とか，条件

命題とか，伝統的論理学の用語のまま仮言命題と呼ばれることもある。）

5）等値命題（equivalence:EQ）「p三 qJ 

pとqは互いに等値（同値）（特に， p~ qと記号表記される場合は，内

容がp→ qとq→ pの2つの条件を満たすこと（つまり，必要十分条件）と

いう側面が重視されるので，双条件命題（biconditional）と呼ばれる。）

これら複合命題の真偽は，単純命題の真偽により一意的に決定されるが，

その真偽は以下の通りである。

〔表2〕

命題 否定 連百 選言 合意 等値
ーーーーーー ーーーーーーー 一ーーーーーーーーーーー一 ー一ーーーー －－ーーーーー －－ーーーーーー ーーーーーーー ーーー一ーー一一 ーーーーーーー

p q ～p ～ q p八 q pVq p→ q p=q 

真 真 ①6, 12 偽 偽 真 真 真 真

真 偽 ②2, 4, 8, 10 偽 真 偽 真 偽 偽

偽 真 ③3, 9 真 偽 偽 真 真 偽

偽 偽 ④1, 5, 7, 11 真 真 偽 偽 真 真

連言命題が真であるのは， pが真でqも真のとき（①）だけと規約される。

この結合の呼び方として，「そして」「及び」「とJなどの日本語も考えられ

るが，たとえば，「AとB」とすれば，日常的用法では①＋②＋③と混同さ

れるおそれがあるため，「かっjが採用されているのである。

選言命題が真であるのは， pかqの少なくともいずれか一方が真のとき

（②＋③のほか，①も含む）と規約される。この結合の呼び方は「あるいはJ

「それともJ「か」なども考えられるが，「またはJが採用されている。
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この選言は， pとqのいずれもが真の場合（①）も含むので，非排他的選

言あるいは両立的選言と呼ばれている。英語では単なる「orJではなく，

「and/or」とわざわざ明記される場合もある。すなわち，選言命題は，論理必

然的に，連言命題を含んでいるのである。

「またはJの日常的語感は， pかqのいずれか一方が真のときに（②＋③）

限り真であって，両方が真のとき（①）は含まないというものであろうから，

非排他的選言としての「またはJの用法には違和感が感じられることもある。

I『どちらか（一方）』と言っておきながら，『どちらも（両方）』も含むのかj

というわけである。この日常的語感に添っている「または」は，選択をどち

らか一方に限るので，排他的選言または非両立的選言と呼ばれる。（これを

特別に表すために特別の選言記号を考案した者もいるが，通常は使用されな

い。あえて言うならば，等値の否定（～（ p三 q））は， pが真で qが偽と

pが偽で qが真の場合なので，真理値は排他的選言と一致する。）

アリストテレス，及びその後継であるストア派の論理学では，選言と言え

ば後者の排他的選言を指した。しかし，後に，命題論理学で，単に選言と言

えば非排他的選言を指すことと規約された。論理演算の閉鎖的体系を構築す

るのに都合がよかったからである。その論理記号は「v」である。ラテン語

には「あるいはjの意味を表すためには，排他的選言を表す rautJ と非排他

的選言を表す rve!Jの2種の接続詞があるが，後者の頭文字「vJを記号化

したものであるという。

ちなみに，ネット検索やコンピュータでの検索におけるOR検索はキーワー

ドAを含むデータとキーワードBを含むデータを表示し， AとBが併存して

いる場合のデータを検索結果から排除しないので，非排他的選言をデフォル

ト（既定値）として採用している。この場合，排他的選言を採用すると，

「阪神 or巨人」という検索語では，「阪神jを含むデータと「巨人」を含むデ

ータは表示されるが，阪神・巨人戦は表示されないという，検索目的に添わ
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ない結果になる。（同様に，上方漫才のオール阪神・巨人も表示されない。）

ただし，プロ野球の阪神・巨人戦で， I阪神が勝っか，巨人が勝っか」は，

引き分けがないものとすると，勝利はどちらか一方に限るので，排他的選言

である。

なお，合意命題と等値命題は，本稿との関連性が少ないので，説明を省略

する。

この真偽表をもっと直観的に把握するためには，集合論（クラス論理学）

で用いられるベン図の利用が有用である。

集合とは，同じ性質・属性をもったものの集まりとされるので，命題pの

内容である「2の倍数であるjものを集合A （要素＝2, 4, 6, 8, 10, 12），命題

qの内容である 13の倍数であるjものを集合B （要素＝3,6, 9, 12）とし，

その集合をそれぞれ円で表し，両集合に共通する要素を重ね合わせると下図

のようになる。 Aの円は①の部分（6,12）と②の部分（2,4, 8, 10）から成り，

Bの円は①の部分（6,12）と③の部分（3,9）からなる。そして 1～12の自

然数の集合を全体集合Uとし，それを四角形で表す。四角形は円と重なって

いるように見えても，その重なりを共通部分としてもっているわけではなく，

円の外部を表すものと規約されているので，①②③以外が④の部分 (1,5, 7, 

11）となる。真偽との関係でいえば，①がp真・ q真，②がp真.q偽，③

がp偽・ q真，④がp偽.q偽を図示している。この①～④は上述の図や表

と一致しているが，それは両者が同じ構造を有することの証左である。

〔図 1〕

④ 1 5 7 11 
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命題論理学の複合命題は，集合論にそれぞれ対応物をもっている。

1 ）補集合「AJ

否定命題は全体集合からある集合を省いた部分とされ，「補集合Iと

呼ばれ，記号表現はオーバー・パー（アッパー・パー）が通例である。

だから，集合A （①と②）の補集合Aは③と④の部分（3,9 ; 1, 5, 7, 11) 

となり，まさに「2の倍数でない」ものの集合である。

2）共通集合「A円B」

連言命題は， 2つの集合の要素が共通する部分（①）とされる。（論

理）積（product），交わり（meet）とも呼ばれ，記号 rn」は，その形か

らキャップ（cap）と呼ばれる。

3）合併集合 IAU  BJ 

選言命題は， 2つの集合の要素が合わさった部分（①と②と③）とさ

れる。（論理）和（sum），結び（joint）とも呼ばれ，記号 rujは，その

形からカップ（cup）と呼ばれる。

4）部分集合「Ac B」

含意命題は，集合Aが集合Bの一部であること，つまり集合Aは集合

Bにすべて包含されていることとされる。〔図 1〕を用いて説明すると，

①の部分を「6の倍数であるjものの集まりとして集合c（要素： 6,12) 

とすると，この集合Cは集合A （要素： 2,4, 6, 8, 10, 12）の一部である

のでCc Aでもあり，また同時に集合B （要素： 3,6, 9, 12）の一部でも

あるのでCc Bでもある。集合論で部分集合を表す記号「CJは命題論

理学で含意を表す記号である「コ」とは逆向きであることに注意しなけ

ればならない。（混同を避けるため，本稿では合意記号として「→Jを

用いている。）

5）同値「A=BJ

Aでもあり Bでもある部分（①）と Aでもなく Bでもない部分（④）

を併せた部分である。
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2 選択の接続詞

法令用語の中で最も使用頻度が高い語と考えられる「又は」から話をはじ

めることにしよう。

(1) 「又は」一一1段階の選択

2つの語句AとBのうちからいずれか一方，つまり「AかBかjのどちら

かを選択することを指示する場合，接続詞「又は」が用いられる。日常用語

では，「あるいはjゃ「ないしjも選択の接続詞として用いるが，法令文で

は漢字書きの「又は」と後述の「若しくはjだけが，明治時代から採用され

ている。名詞の場合は「又は」の前後に読点を入れることはしないが，動詞

など用言の場合は「又は」の前，つまり連用形（連用中止形）をとる文Aの

最後と「又は」の聞に読点を入れる。

選択の接続詞「又は」は， 2個の選択肢のうちどちらか一方を選択する論

理学の排他的選言（②と③），つまり Aが選択されれば同時にBが選択され

ることはなく，またBが選択されれば同時にAが選択されることはないと理

解するのが原則である。

刑法235条（窃盗）の「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」は，有罪

の場合，どちらか一方の刑罰が科されるだけであり，排他的選言である。民

法を始め多くの法律で頻出する「全部又は一部jも両立するわけではないの

で，排他的選言である。

しかし，たとえば法律要件が「A又はB」という 2つの要件を選択の接続

詞で結合して規定している場合，要件Aが満たされれば，法律効果が発生す

ることになるが，要件Bが同時に満たされたときに法律効果が発生しないと

すれば，つまり片方の要件を満たせば足りるとされているものが両方満たさ
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れたからといって条件を満たしていないと言うとすれば実際上の不都合が生

じる。そこでこの場合のようには，要件Aか要件Bの少なくとも一方を満た

せばよい，つまり A・B両要件を満たすことは要求されないが， A・B両要

件を満たしていてもかまわないということを許容せざるを得ない。そのため，

法令文においても，論理学の非排他的選言（②と③に加えて①を含む）も

「又は」の用法として認められるのである。

このように，法令用語の［又は」には排他的選言と非排他的選言の2つの

用法が併存する。「AかBか」の後ろに，「どちらか一方のみjか，「それと

も両方」かのどちらが付くかは，形式的には決定できず，常に前後関係つま

りコンテクストに依存しているので 内容的に判断するしかない。いずれの

場合でも， AとBは同一レベルにある対等の概念であると理解することが肝

要である。

選択の対象が3個以上になった場合は，「A又はB又はC」とはせず，「又

はjは最後の語句Cの前に l回用いるだけで，「又は」の前に列挙されるA

とBの聞は読点が入れられ，「A, B又はCJとなる。

4個以上何個になろうとも「又は」は最後の語句の前に 1回用いるだけで，

あとは読点で区切るだけといつのが原則である。なお，戦前のカタカナ文語

体の法令丈の時代は，句点はなく，読点はこの場合のような接続詞の前に列

挙されたものを区切る場合のみ使用されていた。

列挙された数が多い例をあげれば，憲法44条ただし書（「人種，信条，性

別，社会的身分，門地，教育，財産又は収入J）や民法11条の保佐開始の審

判請求者（「本人，配偶者， 4親等内の親族，後見人，後見監督人，補助人，

補助監督人又は検察官J）が8個の語句を列挙しており，民法 7条の後見開

始の審判請求者（「本人，配偶者， 4親等内の親族，未成年後見人，未成年

後見監督人，保佐人，保佐監督人，補助人，補助監督人又は検察官J）では

実に11個の語句が列挙されている。

以上のような場合は，語句が何個あろうとも，あくまでも階層レベルがl
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段階での並列的結合であり，「又はjを用いて接続し，もう一つの接続詞

［若しくは」を用いることはない。だから，法令文の引用の中に「若しくはj

が出てきたときは，必ずどこかに「又はjがあるはずで、，「若しくは」だけ

しか現れない場合は，その法令文の一部が省略されたと考えざるをえない。

しかし，法令丈でない公用丈では， l段階の選択的結合される文中に，「若

しくは」は堂々と登場することもある。

(2) 「又は」「若しくは」－2段階の選択

選択の段階が2段階になる場合，大きい接続には「又はjが，小さい接続

には［若しくはjが厳格に区別して用いられる。排他的選言用法にせよ，非

排他的選言用法にせよ，最終的には，挙げられた複数の選択肢から l個ある

いは複数の選択肢を選ぶ作業であるから，選択肢がいくつあっても，その全

部が「A, B, C, D, E, F又はGJのように，同一平面につまり lつの

段階に並べ立てられていたとしても問題がないように思われるが，選択肢聞

にレベルの差を設けるときのために新たな選択の接続調「若しくは」が導入

されている。

ここで用いた段階というを接続詞の用法の説明に初めて使ったと思われる

林修三『法令用語の常識j（日本評論杜， 1958年）においては，「A若しくは

B又はCJという表現は，「A又はBjというグループがまずあって，これ

とCというものを対比しなければならないような場合に，小さい接続に「若

しくはjを用いるというように，小さい，いわば下位グループから上位へと

いう方向での 2段階の説明をしている。すなわち， IA又はB」のセットが

「CJと同レベルの選択肢になる場合，その大きい方の接続に「又はjを用

いるので，元の「又はjは下位レベルの接続詞である「若しくはjに置き換

えねばならないというのである。すなわち，「「A又はBJ又はC」となった

場合は，「「A若しくはBJ又はCJとするということである。
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だが，この説明よりは，「A若しくはB又はC」は， A・Bグループと C

とが選択的に「又はJを用いていわば上位で接続され， A・Bグループ内部

の選択的結合は「若しくは」を用いていわば下位接続されるという，視線を

上から下へと下ろしていく最近の説明のほうが，選択という思考操作の本質

を考えると，わかりやすいと思われる。

1段階の「又はjが2段階の下位に移ると，「若しくはJに変えねばなら

ないということの例として，刑法223条強要罪の構成要件を見てみよう。

この構成要件には「人に義務のないことを行わせ，又は権利の行使を妨害

したj強要行為とそのための手段として， 1項では「生命，身体，自由，名

誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し，又は暴行を用いてJ

という被害者に対する脅迫行為と暴行行為が， 2項では「親族の生命，身体，

自由，名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫しJという被害者の

親族に対する脅迫行為が定められている。 1項は「A, B, C, D若しくは

E又はF」， 2項は「A, B, C, D又はE」と記号化できる。 1項・ 2項

とも 5つの脅迫行為の加害対象法益が選択結合されているが，非排他的選言

と見るべきである。（なお，この 5つは，通説では，限定列挙と解されてい

る。） 1項は第 l段階で脅迫と暴行が選択結合されているので，脅迫の加害

対象法益は第2段階となり，選択の接続調「若しくはJが用いられ， 2項で

は第 l段階の選択の接続詞「又はjが用いられている。

2段階の選択の接続詞の例としてふさわしいのは刑法第2編の一連の刑罰

規定であるが，ここではその代表として，刑法199条（殺人）「人を殺した者

は，死刑又は無期若しくは 5年以上の懲役に処する。Jの法律効果（処罰規

定）の部分を採り上げる。

これは「A又はB若しくはCJのパターンであり，この法定刑の部分に下

位接続をカッコで包み込み，第 l段階を二重下線，第2段階を一重下線で示

すと，次のようになる。
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死刑又は（無期若しくは 5年以上の）懲役 ： A又は（B若しくはC)

カッコを書き込む方法は，選択肢のグループを際立たせる簡便な手法であ

り，六法に書き込む際に用いることができる。

2段階の階層をなすという比験的表現の趣旨は，次のように図示すること

ができる。（その際，接続調は後ろの語句の前に添えて書くことにする。）

＜第 1段階＞

仁て期 l~l~jJ ＜第 2段階＞

これを記号化して一般的に示すと，「A又はB1若しくはB2 Jという明

文上の表現を図示したこととなり，選択の第 1段階はAかBかの選択， Bを

選択した場合の第2段階がB1かB2かの選択を表している。下図で「BJ

が「（B) jとなっている，つまり明示されることがないことの意味が条文理

解の上で極めて重要であると思われる。

口 は （B）て

同じ構造を，次のようなボ、ツクスの入れ子構造で図示して説明してみよう。

日三日又は

~ 又は

｜無期（懲役）｜ 若しくは 15年以上の懲役｜

自由刑（懲役）
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大きい第 l段階の結合では，生命刑と自由刑との聞の選択の指示がなされ

ており，生命刑を選択した場合は死刑であるが，自由刑（懲役）を選択した

場合には，第2段階の結合から無期（懲役）と 5年以上（20年以下の有期）

懲役との聞の選択の指示がなされている。比験的に言えば，まず箱のふたに

「生命刑」（死刑でもよい）と「自由刑Jと記した大ボックスが2個あり（こ

れが第 1段階），「自由刑Jと記されたふたを開けると，中に「無期懲役Jと

「5年以上の（有期）懲役Jと記された 2個の小ボックスがある（これが第

2段階）ということである。

刑法69条（法律上の減軽と刑の選択）には「法律上刑を減軽すべき場合に

おいて，各本条に 2個以上の刑名があるときは，まず適用する刑を定めて，

その刑を減軽する。」という規定があり，この趣旨を段階的に大きい選択か

ら絞り込みをすべき作業手順を指示していると見ることができる。このよう

に段階を分けて指示する接続詞の効用は，視線の絞り込みを立法者が意図し

た通りに読み取るように誘導するために用いられていると言ってよいであろ

う。第2段階の選択肢の列挙がある場合は，それは条文の表面には現れてい

ない上位概念（類概念） = (B）の下位概念（種概念） =B 1・B2である

という概念の階層性を踏まえた上で，第l段階の選択の意味を把握しなけれ

ばならないのである。

lつの興味深い例として，刑法208条暴行罪の法定刑「2年以下の懲役若

しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」の部分を見ておこう。 174

条の公然わいせつ罪の法定刑も，「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰

金又は拘留若しくは科料jと同じパターンである。刑罰は，後述する併科の

場合を除き，排他的選言であるが，暴行罪については，次のように4種類の

刑罰が2段階で規定されている。

(2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金）又は（拘留若しくは科料）

A 若しくは B 又は C若しくはD
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自由刑と財産刑が法定刑が定められる場合（わいせつ物頒布罪 (175条前

段。ただし，併科可能），現場助勢罪（206条），遺失物横領罪（254条），器

物損壊罪（261条），信書隠匿罪（263条。自由刑は懲役と禁鋼の選択））は，

通例は，その区分で段階化されている。しかし，暴行罪と公然わいせつ罪は，

自由刑（懲役若しくは拘留）と財産刑（罰金若しくは科料）という区分では

なく，「懲役若しくは罰金jと「拘留若しくは科料Jが「又は」で選択結合

されている。何か理由があるはずなので，あれこれ考えてみると， 4種の刑

罰の関係が見えてくる。

その理由は，多分に推測であるが，戦前，「警察署長及び分署長又は其代

理たる官吏Jが，いわば刑事法上は微罪である違警罪（拘留又は科料に該す

る罪及び警察犯処罰令（明治41年内務省令第16号）の罪）を即決すべきこと

を定めた違警罪即決例（明治18年太政官布告第31号。裁判所法施行法（昭和

22年日法律第60号）により廃止された。）という太政官布告があったので，

その名残ではないかと思われる。もっとも，現在でも，「拘留又は科料に当

たる罪については 1年J（刑訴230条2項7号）という公訴時効の規定も同じ

理由かもしれない。（なお，拘留又は科料のみに当たる罪は，現行法上，刑

法231条の侮辱罪と軽犯罪法（昭和23年法律第39号）違反の罪があり，前者

の共犯は刑法64条により不可罰になるが，後者については同法3条により正

犯に準ずると定められている。）。このくくり方について以上のような理由が

考えられるが，上位概念の名称はにわかには思いつかない。

「又はjと「若しくはjのどちらを用いるかで上位概念が異なる場合の練

習問題として，たとえば，「刑法又は刑事訴訟法若しくは民事訴訟法jと

「刑法若しくは刑事訴訟法又は民事訴訟法jの違いを考えてみよう。前者は

第1段階では実体法か手続法かの選択であり，手続法を選択した場合に，第

2段階で手続法の中から刑事訴訟法か民事訴訟法のどちらかを選択すること

を指示し，後者は第 1段階では刑事法か民事法かの選択であり，刑事法を選

択した場合に，第2段階で刑事法の中から実体法たる刑法か手続法たる刑事
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訴訟法のどちらかを選択することを指示している。

上例のいずれの場合も，生命刑や自由刑，実体法や手続法，民事法や刑事法

という語句をくくる用語・概念，つまり上位概念（類概念）は明文上出現しな

いので，頭の中で語句グループにラベルを付ける作業が要求されるのである。

(3) 「又はJ「大若し」「小若し」一一3段階の選択

最後に，第3段階までの選択結合を見ておこう。この場合，第2段階の選

択肢のうちにさらに選択が必要なものが含まれているのであり，そのときに

は第3段階のより小さい選択の接続詞として，第 2段階と同じ選択肢である

「若しくはjが再度用いられる。法制執務では，第2段階を「大若し」，第3

段階を「小若し」と言い慣わされている。（なお，第4段階以上についても，

「又はjは一度だけ最上位で使い，それ以下は「若しくは」を繰り返して使

うと説かれているが，例はないようである。）

たとえば，第 1段階のBがB1かB2かの選択肢をもち，さらに第2段階

のB2がb1かb2かの選択肢をもっというパターンでは，明文上は「A又

はB1若しくは b1若しくはb2」となり，明文上はBとB2は登場しない

けれども，下図のような図示のしかたをすれば，〔 〕を付して，存在を意

識することが可能になる。同様にAが細分されていく場合は，「 a1若しく

はa2若しくはAZ又はBJとなり，

0 「A又はB1若しくはbl若しくは b2」

「A又は［Bl若しくは（bl若しくはb2) J」（）＝〔B2〕［］＝〔B〕

CA 
又は〔B〕ー「－B1 

」若しくは〔B2〕ー「ー b1 

しー若しくは b2 
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0「al若しくは a2若しくはA2又はB」

「［(a 1若しくは a2）若しくはA2］又はB」（）＝〔Al〕［］＝〔A〕

「又はj止 2

仁若しくは a2 

実際の条文で検証してみる。刑法234条の 2の電子計算機損壊等業務妨害

罪は，「人の業務に使用する＜ A＞電子計算機若しくは＜ B＞その用に供す

る電磁的記録を損壊し，若しくは人の業務に使用する電子計算機に＜ C＞虚

偽の情報若しくは＜ D＞不正な指令を与え，又は＜ E＞その他の方法によ

り，＜ F＞電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず，又は＜ G＞使用

目的に反する動作をさせて，人の業務を妨害した」行為，つまりコンピュー

ターの不作動・誤作動か，あるいは反作動かをさせて他人の業務を妨害した

行為が犯罪を構成するのであるが，コンビューターを不作動・誤作動・反作

動させる方法が規定しである。この部分の接続詞（ 2つの小若し， lつの大

若し， lつの又は）に注目すれば， 4つの方法の相互関係が整然と整理しで

あることがわかる。その構造を一部簡略して図示すると次の通りである。

の他のそ＞
 

E
法

＜

方M

一

報

令

情

指
の

な

偽

正

虚

は

不

＞

く

＞

C

し

D

＜
＋
右
＜

一一
機

録

算

記

計

的
子

磁

電
は
一
電

＞
く
一
＞

A

し一

B

＜
若
一
＜

A・Bの部分では，コンビュータ本体やデータそのものの物理的破壊が，あ

るいはC・Dの部分では，物理的破壊を伴わないデータやプログラムの入力

等に係わる不正操作が記述しであり，補充的にそれ以外の方法も含められて

いる。これらの方法を通じてコンビュータの作動に影響を与えることができ
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るのである。一見，雑然的に見える文も接続詞の用法を踏まえると，一気に

論理的な丈であることが判明するのである。

(4) 特殊な用法

選択の接続詞「又は」は lつの文に 1回しか使えないものではない。 1丈は

いくつかの構成部分（これを情報のまとまり・かたまりを表す単位として「チ

ャンク」と呼ぶ。）から成るものであり，このチャンクを単位として，複数回

使用できる。 A・Bから成る第 1チャンクと C・Dから成る第2チャンクが結

合しているとき，クロス型（たすき掛け式）とパラレル型（平行式）とがあり，

クロス型が原則である。それは，複数個の語句を選択結合することは，とどの

つまり場合分けをしていることになるので，各チャンクに含まれる選択結合さ

れた語句の数を掛け合わせた数だけの場合が存在することになるからである。

2個の語句を含むチャンクが2個あれば，場合は2×2=4通りである。

Aて一一一一’ーC A一一一一一’ーC

又は〉く 又は 又は 又は

BL一一一一’ーD B一一一一一担ーD

クロス型 パラレル型

クロス型の例としては，憲法14条 1項の非差別条項があり，実に 5×3=

15通りの組み合わせが可能である。

人種
、＼／／ヲグ政治的

信条

，性別
ムぐヌラとミ』

，経済的

，社会的身分

又は門地 ~ベミミ又は社会的関係
により において，差別されない
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パラレル型の例としては，刑事訴訟法62条があり，これはクロスさせるわ

けにはいかない。

被告人の召喚 ェ召喚状

(5) 「ないし」

，勾引 E ，勾引状

又は勾留 工又は勾留状

lま を発してこれをしなけれ

ばならない。

「ないしjは，かつて，法令文において用いられていたことがあった。そ

れは，「乃至jと漢字書きされ，戦後のある時期まで，連続する 3以上の数

字（たとえば，条名）を示すときに，最初と最後のみを明示し中間を省略す

る用語としての使用である。選択の接続詞として「又はIの意味を表すため

に用いられるわけではないが，音が同じなので，耳で聞いたり，平仮名で書

かれた場合には，混乱するかもしれない。その混乱を避けるためか，あるい

は漢字使用を減らす方針の一環かは定かではないが，現在では「～から…ま

でjを使用することになっている。

昭和23年に制定された刑事訴訟法では，制定当時から改正されていない条

文，たとえば20条7号には「第398条乃至第400条」のようにその用法が残っ

ている。ただし，新たに追加された条文や，改正の機会があった条文では，

「乃至Jは用いられていない。（たとえば， 222号 l項本文の「第102条乃至第

105条」の部分は「第102条から第105条まで」と改められている。）

余談であるが，司法試験の短答式問題の問題丈では，現在でも，「ないしj

が命脈を保っている。法律家として長年慣れ親しんだ表現が抜けきっていな

いのであろうか，出題者の年齢を感じさせるところである。たとえば，平成

26年刑事系科目第26問（以下，〔平26-26〕と略記する。）においては［次の

IないしlVの［見解］」でもって「 I, II, III, lVJを指示している。さらに，
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本来，数字だけに用いられていたはずの「ないし」が連続する記号にまで拡

張されて，「学生AないしDJでもって IA, B, C, D」を指示することも

行われている。（受験生が「学生Aか， Dか」と誤解しなければいいのだが。）

これ以外にも，「A説ないしC説J（平23-7），「A証言ないしC証言J（平

21 36）のように用いられたり，一例だけであるが，アイウエオにまで拡張

されて，「アないしウ」（平18 4）というふうに用いられてもいる。もっと

も，「乃至／ないしjの連続数字略記用法を受け継いだ「～からーまでjを

数字以外の記号に用いた例は，法令丈の中に発見できる。商法から独立した

会杜法（平成17年法律第86号）において，「イからハまでに掲げるもののほ

か，法務省令で定める事項J(108条2項9号ニ）や「第107条第2項第2号

ロからホまでに規定する財産を交付する場合」 (166条1項ただし書）など全

部で21例が数えられる。法令丈の号列記なので，アイウエオではなく，イロ

ハJIJ貢である。なお，会社法制定前の商法第2編会社はカタカナ文語体であり，

「～からーまでjの意味での「乃至」は頻繁に用いられているが，「イ乃至ハI

という用例はない。

驚くべきことには，「ないし」は，「～から…までjの意味だけではなく，

選択の接続調「又はjの意味を持つ日常的用法でもまた使われているのであ

る。刑事系では「正当な利益ないし権利J（平25-28），「意欲ないし積極的

認容J（平22-9），「心神喪失ないし心神耗弱」（平19 18），「具体的な認識

ないし認識可能性J（平18-13）などが見られる。

「又は」としての「ないしjの使用が頻出するのは，公法系科目である。

「～から…まで」用法が2例にすぎないのに， I又はj用法は，「信仰選択の

自由ないし信仰の自由J（平22 18），「公共性ないし公益性J（平22-24),

「組織ないし団体J（平21 7），「権利ないし法律上の地位」（平21 31），「欠

陥ないし不備」（平21-37），「適用ないし類推適用」（平19-3），「裁決ない

し決定J（平19 16），「債務不履行ないし不法行為責任」（平18-4），「法律

上の義務違反ないし違法行為J（平18-19），「作用ないし手続J（平19 32) 
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など， 20例以上ある。民事系科目では「～から…までjはlつもなく，「又

は」の意味の「ないし」も「貸金残額の存否ないしその限度」（平21 61)' 

「個人的債務ないし責任」（平20 4），「質権ないし譲渡担保権」（平20-13)'

「身分上ないしは生活関係上一体をなす」（平20 19）など数例である。

平成18年から26年までの短答式試験をチェックしてみたが，刑事系・公法

系・民事系という分野による違い，年による多寡が浮かび、上がってきた。たし

かに，法令丈や判決丈ではなく，司法試験短答式問題丈の地の丈での使用だか

ら，日常的用法が混じり込むことはさしっかえないかもしれないが，特別のね

らいがあるのでなければ，使用を控えたほうがいいのではないかと思う。

3 併合の接続詞

法令丈で用いられる接続詞ではあるが，選択の接続詞に比べると，使用頻

度はかなり少なく，特に， 2段階以上の併合に登場する「並びにjは，行政

法規はともかく，大学で学ぶ基本法では，使用例は少ない。

(1) 「及び」一一1段階の併合

2つの語句AとBを， IAもBもIという併合的に結合することを指示す

る場合，接続調「及びjが用いられる。名詞の場合は「及び」の前後に読点

を入れることはしないが，動詞など用言の場合は「及び」の前，つまり連用

形（連用中止形）をとる丈Aの最後と「及び」の聞に読点を入れる。

この「及び」は，上述の〔図 1〕でいうと，①と②と③の部分を指すので，

論理学では「かっjで表される連言ではなく，「またはJで表される非排他

的選言に当たるものである点に注意しなければならない。集合論の合併集合

という用語のほうがイメージしやすいかもしれない。連言を，「AおよびBJ 

ではなく，「AかつBjと称することになっているのは， Aであり，同時に
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Bでもある，いわばAとBの共通部分（①）のみを指すのにふさわしい用語

として「かっ」が採用されているのである。後述する法令用語の「かっ／且

つ」の用法は，論理学の「かっ」とほぼ一致している。

併合の対象が3個以上になった場合は，「A及びB及びCIとはせず，「及

びjは最後の語句Cの前に l回用いるだけで，「及び」の前に列挙されるA

とBの聞は読点が入れられ，「A, B及びCJ となる。 A, B, Cは同ーの

レベルにある対等の概念である。 4個以上何個になろうとも「及びjは最後

の語句の前に l回用いるだけで，あとは読点で区切るだけというのが原則で

あり，この点は選択の接続調「又は」と共通している。

併合の接続詞が並列の接続詞と呼ばれることもある。 l段階の併合，つま

り「及び」だけで結合していく併合に限って言えば，並列と呼んでもかまわ

ないが，後述する 2段階以上の併合をも並列と呼ぶのは，不適切である。

「及びjの例として，刑法 9条（刑の種類）「死刑，懲役，禁鋼，罰金，

拘留及び科料」をあげておこう。

(2) 「及び」「並びに」 2段階の併合

併合の段階・階層が2段階になる場合，大きい接続には新たに導入される

「並びに」を用い，小さい接続に「及び」を用いることとされている。選択

の接続詞では， l段階で用いられる接続詞「又はjが常に最上位で用いられ

るのに対し，併合の接続詞では， l段階で用いられる接続詞「及び」は常に

最下位で用いられるという点に相違がある。

併合 併合

第 l段階 区豆、
第2段階 ~並びにC
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選択の接続詞の 2段階結合では，上位の，つまり大きい選択から絞り込ん

でいくという選択順序の指示となるようにとの意図の下に文章化されている

が，併合の接続詞の場合，最終的にはすべての語句が結合されるので，極端

に言えば，段階化する必要性は選択の接続詞より少ないと言ってよい。しか

し，実際には「又はj「若しくは」とほぼパラレルに「並びに」「及びjを使

って，語句相互の論理的関係が明示されている。したがって，条文読解者は，

そこから立法者が行ったグループ分けの原理を理解するというのが分析作業

の日f票であろう。

ここでは法律上の例ではなく，直観的にわかると思われる例，小学校・中

学校・高校・大学という 4つの学校のグループ分けを例にして説明したい・

－単なる並列 ：小，中，高及び大

－義務教育か否か ：小及ぴ中並びに高及び大

・教科別担任か ：小並びに中，高及び大

－教諭か教授か ：小，中及び高並びに大

小，中，高及び大

（小及び中）並びに（高及び大）

小並びに（中，高及び大）

（小，中及ぴ高）並びに大

4つの結合について，それぞれ理由，あるいは分類の視点を考えて（想像

して）みたが，他の視点の可能性を排除するものではない。条文読解者は，

I段階であれば，そこで列挙されているものが対等のレベルにあるという観

点から語句の相互関係を見ることができるのだし， 2段階であれば，グルー

プ分けの理由・視点とそれぞれのレベルの相互関係を探究すべきである。

併合の 2段階接続の例として，起訴便宜主義を定めた刑訴248条「犯人の

性格，年齢及び境遇，並びに犯罪後の情況jをあげておく。構造は犯人にか

かわるチャンクA 「犯人の性格，年齢及び境遇（ al,a2及びa3）」，犯

罪にかかわるチャンク B 「犯罪の軽重及び情状（b 1及ぴb2) J，犯罪後に

かかわるチャンク C 「犯罪後の情況jが同一レベルに「A, B並びにC」と

並べられているのである。
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(3) 「及び」「小並び」「大並びJ-3段階の併合

最後に， 3段階までの併合結合を見ておこう。この場合，第 2段階の選択

肢のうちにさらに併合が必要なものが含まれているのであり，そのときには

第3段階のより小さい併合の接続詞として，第 2段階の接続詞「及びjが繰

り下がって用いられる。また， 2段階の接続詞も繰り下がった「並びにjを

用いて，新しい第 1段階にはもう一度「並びにjを使う。法制執務では，第

1段階を「大並びj，第2段階を「小並び」と言い慣わされている。（なお，

第4段階以上についても，「及び］は一度だけ最下位で使い，それ以上は

「並びに」を繰り返して使うと説かれているが，例はないようである。）

原則は以上の通りであるが，戦後の一時期，「並びにjは最上位に 1回だ

け使い，他は「及びjを用いるというふうに，用法上の方針にブレがあった。

なんと言っても，カタカナ丈語体からひらがな口語体への，法令丈の大転換

期だったのである。それが条文に反映しているのが，天皇の国事行為を定め

た憲法7条5号「国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権

委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること」である。全権委任状と大

使の聞の「及びjを「並びに」（小並び）に変えれば，変則ではない。

「大並び」「小並びj「及びjを含む複雑な条文の例として，特別法である

が，道路交通法72条（交通事故の場合の措置） 1項の規定を分析してみよう。

「交通事故があったときは，当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗

務員（以下この節において「運転者等jという。）は，直ちに車両等の運転

を停止して，負傷者を救護し，道路における危険を防止する等必要な措置を

講じなければならない。この場合において，当該車両等の運転者（運転者が

死亡し，又は負傷したためやむを得ないときは，その他の乗務員。以下次項

において同じ。）は，警察官が現場にいるときは当該警察官に，警察官が現

場にいないときは直ちに最寄りの警察署（派出所又は駐在所を含む。以下次
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項において閉じ。）の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所，当該

交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及び

その損壊の程度，当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故に

ついて講じた措置を報告しなければならない。j

本項前段では，車両停止義務，負傷者救護義務，危険防止義務が定められ，

後段で警察官への事故状況の報告義務が定められている。

後段は，まず報告義務者としての運転者，その報告を受ける者としての警

察官について記述があり，その後に，報告義務の内容が列挙されているので，

その部分を分かち書きしてみる。

当該交通事故が発生した日時及び場所 …A及びB

，当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度…， C及びD

並びに損壊した物及びその損壊の程度

，当該交通事故に係る車両等の積載物

並びに当該交通事故について講じた措置

を報告しなければならない

…並びにE及びF

…， G 

…並びにH

したがって，構造は「［A及びBJ, [(C及びD）並ぴに（E及F)], G並

びにHJと4つのチャンクが併合されている。チャンクの聞は，読点，読点，

「並びにJで結合されており，第 1チャンクはさらにA・Bの併合を含み，

第2チャンクはC・Dの下位併合と E・Fの下位併合を併合するので，それ

を小並びで結合し，第3チャンク，第4チャンクは下位併合はない。以下の

ように図示すると， 8つの報告項目が，接続詞の組み合わせによって，整然

と論理的に整理されているのが浮かぴ上がってくるのである。

~~l·I~正目
日時場所 人身事故物損事故

第3

G 

積載物

並ぴに

第4

H 

措置
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(4）「かっ」

「かっjは，密接不可分で一体性をもった 2つの語句を結合する際に用い

られる併合の接続詞であると一般に説明されている。表記は戦後のある時期

までは，「且つJ（送り仮名が省かれて「且jとなることもある。）と漢字で

されていたが，現在では平仮名で「かっJが用いられ，単語を結合する場合

は前後に読点は打たないが，丈と文を結合する場合は前後に読点を打つこと

となっている。

「かっjの特殊性である密接不可分性は，結合されているのが2つの文で

ある場合，両方の要件を同時に満たさねばならないという点に端的に現れて

いる。ここにうかがえるように，同時に満たす，つまり同時に真であるとい

う結合は，論理学における連言の性質を持つということなのである。

たとえば，所有権の取得時効について，「平穏に，かっ，公然とJ（現代語

化前：平穏且公然ニ）（民法162条 1項）や「善意であり，かつ，過失がなか

った」（現代語化前：善意ニシテ且過失ナカリシ）（同2項）という要件があ

り，これは動産の即時取得についても「平穏に，かつ，公然と」（現代語化

前：平穏且公然ニ）と「善意であり，かつ，過失がないJ（現代語化前：善

意ニシテ且過失ナキ）（民法192条）とほぼ同じ要件として定めがある。これ

はたしかに平穏公然とか，善意無過失というふうに一体的概念として把握さ

れているようである。

また，類似の規定として民法186条（占有の態様等に関する推定） 1項が

あるが，その文言は「占有者は，所有の意思をもって，善意で，平穏に，か

つ，公然と占有をするものと推定する。J（現代語化前：占有者ハ所有ノ意思

ヲ以テ善意，平穏且公然ニ占有ヲ為スモノト推定ス）となっている。この条

文により推定されるのは 4項目で，記号化すると「A, B, C，かつ， D」

と表せるが，その関係をどう理解すべきか。通説では， 4項目を同レベルの
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単なる並列としてではなく，占有者が「所有の意思をもってJ占有している

ことと，占有者が「善意で，平穏に，かつ，公然とJ占有していることの2

つのグループと解している。内容からそうだというのは理由とは言えず，そ

れがどのような丈言を通じて表現されているかが重要で、ある。その理由とし

ては，前者と後者の関係を，「～をもってjを「占有するものjで受けてい

ると見て，二重限定の「～であって…ものjのバリエーションとして処理し，

前者つまり自主占有が第lの絞りであり，後者つまり暇庇のない占有が第2

の絞りだという説明は，一つの見方にすぎないが，これが最も妥当であると

思われる。

問題は，上述の取得時効や即時取得に比べて，過失という言葉をはずして

3つの語を「かっ」を一度用いて並べている後者の内部構造である。「善意

でjは「悪意でj，「平穏に」は「暴行若しくは強迫…によって」 (190条2項

は2段階接続なので，「若しくはjが用いられている。現代語化前は「強暴

…ニ因ルJ（強暴は強迫の強と暴行の暴から成る。）），「公然とjは「隠匿に

よってJ（現代語化前：隠秘ニ因ル）の対概念であり，それぞれ後者は占有

の暇庇と考えられている。「平穏にjと「公然と」は「かっ」で密接不可分

な一体として結合されているのは，上述の取得時効や即時取得と同じである。

だとすると，「善意でJと「平穏に，かつ，公然と」の聞に「及びJがない

以上，どういう結合と理解すべきであろうか。論理学では， 3つの集合を合

併するとき，つまり 3項の連言命題をつくるときは，「Bn c nDJ，あるい

は「b/¥c/¥dJとし，「BかつCかつDJ「bかつ cかつdJと読む。この

暇庇のない占有についての 3要素は，「悪意j，「暴行又は強迫」又は「隠匿」

の3つの暇庇が少なくとも一つもないことを示すのであるから，論理学の合

併集合だと理解するのが最も妥当であろう。したがって，「善意で，かつ，

平穏に，かつ，公然にjとすべきであるが，法令文における「又はjや「及

び」と同様に， 3つ以上の結合の場合は，最後の語句の前にのみ接続調を用

いるというルールに従い，「かっjを一度だけ用いるという用法もあると考
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えるのが，最もおさまりいいと言えはしないだろうか。

この考え方でよいかを確認するために，図書館で民法の教科書やコンメン

タールのいくつかを縫いてみた。そこで，答えを見つけることができなかっ

たのみならず，恐ろしい発見をした。このシリーズの第 l回で刑法学者が

「その他」と「その他の」の違いを考慮しない，あるいは知識がないのを見

た時に感じたものと同じ驚惇である。すなわち，法令用語，結局は条文の文

言について，鈍感な民法学者たちの群れである。地の丈では「かっ」の意義

を軽視して，一「平穏・公然jはおそらく「かっ」の略記のつもりであろう

と推測できるが説明なしに「善意・平穏・公然jとか，単純並列で「善意，

平穏，公然に」とかの表現があった。『我妻・有泉コンメンタール民法 総

則・物権・債権一』（日本評論杜， 2005年） 367頁に至っては，あろうことか，

「かっ」を見落としたのか，「善意，平穏および公然Jという表現まであったO

最近の若い学者だけでないところに，病根の深さを感じさせる。条文の厳格

な形式的分析から始めるのではなく，いきなり実質的議論を始めてしまう姿

勢である。結果オーライではなく，手続を踏んでいくことの中に法思考の存

在意義があると考える筆者にとっては，嘆かわしい事態というほかはない。

訴訟法からの例としては，刑訴法 1条の「適正且つ迅速」（余談であるが，

これに続く「適用実現jは本来の四文字熟語ではなさそうなので，「適用且

つ実現」とすべきではなかったかと思われる。）や民訴2条の「公正かつ迅

速にjがある。「公正にJではないので，読点は付されていない。丈では，

刑事関係において， 2つの要件を満たすことが必須で、ある条文で用いられる

ことが多く，憲法33条「権限を有する司法官憲が発し，且つ理由となってゐ

る犯罪を明示する令状」， 33条「理由を直ちに告げられ，且つ，直ちに弁護

人に依頼する権利を与へられなければJ,35条「正当な理由に基いて発せら

れ，且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状」が適例である。刑訴

73条では l項「できる限り速やかに且つ直接J, 2項「できる限り速やかに，

かつ，直接」という新旧 2種類の表記が混在しているのが見られる。
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上述の「善意であり（A），かつ，過失がなかった（B) Jを連言と理解す

ると，前述の〔図 1〕の①の部分が「善意であり，かつ，過失がなかった］

つまり善意無過失であり，②の善意有過失，③の悪意無過失，④の悪意有過

失が排除されることは一目瞭然である。

また，この「かっ」結合の理解として，「善意であって，過失がないものj

と二重限定を意味するというふうな説明がなされることがある。しかし，こ

のパターンは，作業手順としては結果的に正答に辿り着くとしても，論理的

には善意を類，無過失を種と考えることになり，連言ではなく，含意と理解

することになり，不適切である。なぜなら，無過失は必要条件として善意を

前提とすることになり，悪意である無過失を論理的に排除してしまうことに

なるからである。

論理学の連言「かっjと法令用語の Iかっ」とが照応していることのよく

わかる例をあげておく。刑法109条（現住建造物等放火）の「現に人が住居

に使用し又は現に人がいるjと109条（非現住建造物等放火）の「現に人が

住居に使用せず，かつ，現に人がいない」である。放火行為の要件として

「現に人が住居に使用し」ていること＝現住と「現に人がいる」こと＝現在

の組み合わせが「かっ」と「又はjを使って定められており，パターンとし

て①現住で現在，②現住だが非現在，③非現住で現在，④非現住で非現在に

場合分けできる。

現住

非現住

航
一
①
一
③

一士一
悶
一
②
一
④

イ
弓
ノ

論理学において，連言命題の否定命題，選言命題の否定命題の形について

は， ド・モルガンの法則一イギリスの数学者オーガスタス・ド・モルガン

(Augustus d巴Morgan,1806年一1871年）が考案したもの という名で知られて

いる次の法則がある。これは高校数学の命題と証明の単元で，命題の対偶な
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どとともに，全高校生に教えられているはずである。

～（ p八 q）三～ pV～q

pかつ qという連言命題の否定は， pでない命題と qでない命題の選言

～（pVq) ＝～ p ；＼～ q 

pまたは qという選言命題の否定は， pでない命題と qでない命題の連言

現住と現在の肯定と否定の組み合わせは①～④の組み合わせに尽きている

が， 109条の「現住又は現在Jは選言命題「pVqjの形をとり，①②③が

客体とされているので， 110条でそれ以外の客体（④）を指示するには，「p

Vq jの否定である「～ p；＼～ q jでなければならない。ド・モルガンの法

則によると，これはそれぞれの否定命題の連言である「非現住かっ非現在」

ということになり， 109条の条文による「かっjの使用と合致している。

「かっJを理解するには，このド・モルガンの法則を踏まえておく必要が

ある。自由学芸三学の一つであって，教養教育の根幹にあるべき論理学は，

日本の大学ではほとんど開設すらされていないのが現状であるが，幸い法科

大学院の適性試験には論理問題が必ず出題されるので，法科大学院入学者は

過去問の学習を中心として，何らかの形で論理学を学んだ経験をもつはずで、

ある。願わくば，その知識と法思考との回路がつながらんことを。

(5）「とj「.J 

併合接続を表す場合，法令文では日常用語のうちでも「そしてJ「ゃ」「とJ

を使わずに，「及びJ「並びに」「かっjだけを使うというのが一般的説明で

ある。そして，「と」がはたして併合の接続調と言えるかどうか，明確に述

べたものはないようである。

しかし，少数であれ，使用されている場合があるので，それを確認してお
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く。

憲法前文には「われらとわれらの子孫」，「諸国民との協和による成果と，

わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢J，「公正と信義」，「安全と生存J,

「専制と隷従」，「圧迫と偏狭J，「恐怖と欠乏」，「理想、と目的」のように，本

来の法令文では「及び」とすべき箇所に「とjが用いられているが，これは

前丈の担う特殊性に由来すると思われる。ただし，「憲法，法令及び詔勅j

という併合の接続調も使われている。この延長ともいうべき 9条 l項に「正

義と秩序」や「国権の発動たる戦争と，武力による威嚇又は武力の行使」と

いう表現が見られるのも，従来型の法令丈の調子ではなく，一般国民にも親

しまれやすい表現を選択する意図があったと推測される。これらは憲法の特

性あるいは法令丈のひらがな口語体への移行期の試行錯誤が産んだ特殊事例

と見てよいであろう。

ところが，一般の法律にも併合の接続詞「及びjの代用としての「とjの

例が少し見られる。とりわけ条文見出しでは若干の例があり，刑法では， 67

条「法律上の加減と酌量減軽jや69条「法律上の減軽と刑の選択j，民法で

は412条「履行期と履行遅滞J,546条「契約の解除と同時履行J,571条「売

主の担保責任と同時履行」， 589条「消費貸借の予約と破産手続の開始jがあ

る。これらは単なる併合ではなく，法令文中で普通に用いられる「AとBと

の関係」からの「との関係」の省略と見られなくもないが，条文見出しの場

合にあえて「及びjに代えて「と」を使用する積極的理由があるとも思えな

い。刑訴 1条の「公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつ

つ」の前の「と」も「AとBとを」のパターンをとらなくてもよさそうであ

る。併合の接続詞としての「と」の使用は，例外的と思われるが，使用され

ることも稀にあるという事実は認識しておく必要はある。

「.Jは，語句を簡略に列記するとき，日常的に広く用いられている（本

稿のタイトルがその一例である）。しかし，一般に I及び」の意味で複数の
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語句を並べ立てる意図で用いられることが多いであろうが，あくまでも複数

の語句の列記というだけで，その結合が併合であるか，選択であるかは，厳

密ではないことがある。したがって，法令文では，原則的には用いないこと

になっている。

「.Jが明確に併合を意味するのは，法律の目次で章名・節名・款名・目

名（ここでは，「.Jを使っている。）に属する条が2つだけの場合，「 l

条・ 2条」（第は省略される）のように記載されるときである。民法では，

第 l編総別第 l章通則（ 1条.2条），第 2編物権第 2章占有権第 3節占有

権の消滅（203条・ 204条），第3編債権第 2章契約第14節和解（695条・ 696

条），第4編親族第 2章婚姻第 4節離婚第 2款裁判上の離婚（第770条・第

771条），同第3章親子第 2節養子第3款縁組みの効力（809条・ 810条），同

第4章第 1節総則（818条・ 819条），第 5編相続第4章相続の承認及び放棄

第2節相続の承認第 1款（920条.921条）に見られる。

このほか，独立行政法人大学評価・学位授与機構法（平成15年法律第114

号）を根拠法とする組織名「大学評価・学位授与機構jのように，「及びj

の意味で，「.Jが用いられることもある。

今回，調査をしていて非常におもしろい例を見つけた。公益社団法人及ぴ

公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49号）の附則第 1項

（施行期日）に「この法律は，一般社団・財団法人法の施行の日から施行す

る。jという表現が，正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律」（平成18年法律第48号）の代わりに用いられていたことである。今まで

気づいたことはなかったが，附則では，正式名称で言及しなくてもいい慣例

があるのだろうか。法制執務官僚が，長ったらしい法律の題名に畔易してい

る姿が垣間見えた貴重な例である。

(6）特殊な用法
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併合の接続詞も，選択の接続詞とまったく同じように，クロス型（たすき

掛け式）とパラレル型（平行式）とがあり，クロス型が原則である。それは，

複数個の語句を選択結合することは，とどのつまり場合分けをしていること

になるので，各チャンクに含まれる選択結合された語句の数を掛け合わせた

数だけの場合が存在することになるからである。 2個の語句を含むチャンク

が2個あれば，場合は2×2=4通りである。

たとえば，憲法25条2項「社会福祉，社会保障及び公衆衛生の向上及び増

進jのチャンクは3×2=6通りの例であり，憲法35条 1項「住居，書類及

び所持品について，侵入，捜索及び押収」のチャンクは，クロス型とパラレ

ル型の融合形である。（あるいは肢行的クロス型とも呼べる。）

首
田

上

例

向

及

生

障

衛

祉

保

衆

福

会

公

会

社

ぴ

杜

’

及

す
人

d
H
H

，
 

索

押

入

捜

ぴ

侵

’

及一三口口口持

類

所

居

書

ぴ

住

’

及

4 「又はjと「及びJの併存

選択の接続調と併合の接続詞が併用される場合，どちらが優先するかとい

う形式的ルールはない。文脈からそれぞれ判断して，接続詞の用法と合致し

ているかで検証して確定するしかない。

その中でもわかりやすいのが，章名や条文見出しと各本条での使い分けで

ある。刑法第2編第31章は「逮捕及び監禁の罪jであるが， 220条の条文見

出しは「逮捕及び監禁」であり，構成要件は「不法に人を逮捕し，又は監禁
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した」である。章名と条文見出しが併合結合なのは，逮捕罪と監禁罪の 2つ

の規定を含んでいるからであり，その構成要件が選択結合なのは，逮捕行為

か，監禁行為のいずれか一方が充足されれば，犯罪が成立するからである。

前段・後段は，本来，句点で終わる 2つの文が1条中，あるいは l項中に規

定されている場合の特定のしかたであるが，本条の場合は，それぞ、れが単独

で成立するので，実務上，前段・後段と呼び慣わされている。（刑法130条の

住居侵入罪と不退去罪， 240条の強盗致死罪・強盗殺人罪と強盗致傷罪など

と同じ扱い方である。）なお，逮捕行為に接続して監禁行為が行われた場合

は， 2罪が成立するのではなく，包括一罪として処理されている。

条文中で「及び」と「又はJが併用されている場合について，刑訴158条

を例にして見ておこう。同条には， 1項「検察官及び被告人又は弁護人J,

2項「検察官，被告人及び弁護人」， 3項「検察官，被告人又は弁護人」の

3種類のチャンクがある。 2項は三者全員， 3項は 3者のうちだれか一人，

または複数を指示していることは明白である。 l項は形式面から見れば，

「（検察官及び被告人）又は弁護人」と「検察官及び（被告人又は弁護人）」

という 2つのとらえ方が可能であるが，条文の趣旨から，検察側と被告人側

という論理的区分を意図していることが判明するので，後者のように理解す

ることが正しい条文の解釈である。刑訴297条 l項「検察官及び被告人又は

弁護人」と第298条1項「検察官，被告人又は弁護人」についても同じこと

が言える。可能な結合について法文の趣旨から検討した上で，いずれかを採

用しなければならないのである。

最後に，刑罰の併科に触れておきたい。刑法本条による刑罰の併科は，罰

金の併科を定めた48条と科料と拘留の併科を定めた53条を別にすると，平成

23年法律第74号による改正があるまで， 256条2項の盗品運搬罪（旧：臓物

運搬罪），盗品保管罪（旧：臓物寄蔵罪），盗品有償譲受け罪（旧：臓物故買

罪），盗品有償処分あっせん罪（旧：臓物牙保罪）だけであった。他の罪の

法定刑がすべて「又はjによる排他的選言を指示しているのに対して，併合
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の接続詞「及び」を使用して，「10年以上の懲役及び50万円以下の罰金」と

いう文言で，懲役刑と罰金刑の両方を同時に科するという法定併科あるいは

必要的併科を定めていた。

平成23年の改正により， 175条と96条から96条の 6までに併科規定が設け

られたが，それらはすべて，「O年以下の懲役又はO円以下の罰金に処し，

又はこれを併科するjという選択的あるいは裁量的併科規定なので，「及びj

は用いられていない。

また，正確に言うと刑罰の併科ではないが，同趣旨の規定が，刑事訴訟法

の百喚を受けた者の出頭拒否と過料を定めた133条，被告人又は被告人以外

の者の身体検査の拒否と過料を定めた137条，百喚を受けた承認の出頭義務

違反と過料を定めた150条，証人の宣誓証言の拒絶と過料を定めた160条，検

察官・弁護人に対する出頭命令を定めた第278条の 2等にある。これらは

「10万円以下の過料に処し，かつ，出頭しないために生じた費用をの賠償を

命ずることができるJ(133条）のように，過料（刑罰としての科料ではない）

と費用賠償を併せて課するもので，「及び」ではなく，「かっ」を用いて表現

されている。それぞれの行為は，刑罰による制裁も可能で、あるとされており

（たとえば， 133条について134条），この場合は「O円以下の罰金又は拘留j

を定めた上で，「情状により，罰金及び拘留を併科することができる」と

「及びjを用いて表現されている。（278条の 2については，刑罰の定めはな

い。）

同種の規定は民事訴訟法にもあり，訴訟費用賠償と過料の順序は異なるが，

192条は証人の不出頭について「これによって生じた訴訟費用の賠償を命じ，

かつ， 10万円以下の過料に処するJとし，刑罰について， 193条 l項で「10

万円以下の罰金又は拘留」， 2項で「情状により，罰金及び拘留を併科する

ことができるjとの定めも置いている。
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5 結びに代えて

接続詞の用法の説明は以上の通りであるが，ここでそれらの接続詞の分析

手順を書いておこう。その鍵は， l段階の「又は」と「及び」は常に最後の

語句の前に入れるというルールである。その前は，いくつ語句が列記がされ

ていようとも，読点で区切られるので，読点を追っていって，最初の語句を

確認するという手順になる。

2段階になると，上位の「又はjと「並びに」が最後の語句の前というこ

とになる。言い方を変えれば，必ず 1個の詩句，あるいは l個の（「若しく

は」ゃ「及びjで結合されている）語群（チャンク）しかないのである。 3

段階は， 2段階の応用であって，「又は」と「大並び」が最後の語句・語群

（チャンク）の前にある。 2段階・ 3段階の場合は，読点で区切られた列挙

された語句の代わりに，（「若しくは」や「及びjで結合されている）語群

（チャンク）に置き換わっている場合，構造が複雑になるので注意を要する。

言葉の字数が多い場合は，適宜アルファベットに置き換えて，その構造を

探究すると分析しやすい場合もあるが，記号操作だけでは複数の可能性が残

り，最終的に構造を確定できないこともある。そのような場合は，元の言葉

を記号に代入していけば，その言葉の関連性から可能な結合へと絞り込むこ

とができるはずである。

いずれにせよ，条文の構造分析が一応終了した段階で，接続調の使用ルー

ルと違っている箇所がないかの点検をすれば，自信を持って条文を読解でき

るであろう。

次の問題は，以前に法学入門や法学基礎の期末試験問題として出題したも

のである。読解ではなく，起案の形式を採っている。

〔問題〕基本的な法典である六法から憲法を除いた 5つの法律を，民事法と
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刑事法の 2つに大きく分けてこの順に配列し，それぞれの内部は実体法（一

般法を先に，特別法を後に配列）を先に，手続法を後に配列して，併合結合

せよ。

〔解答作成の思考過程〕

1 ）憲・民・刑・商・民訴・刑訴から憲を除く→民・刑・商・民訴・刑訴

2）民事法と刑事法とに分ける →民・商・民訴／刑・刑訴

3）それぞれを実体・手続の順に並べる →［民・商民訴］［刑刑訴］

4）一般法・特別法の順を考慮するのは民・商だけ →民一商

5）以上から［（民商） 民訴］［刑刑訴］という順序になり，接続調の

用法ルールに合うように接続詞を入れる。

［民法，商法及び民訴］並びに［刑法及び刑訴］

6）答： 民法，商法及び民訴並びに刑法及び刑訴

なお，少し問題が難しくなるが，実体法をチャンクと考えれば，小並びと

大並びを使い分けて，「［（民法及び商法）並びに民訴］並びに［刑法及び刑

訴］」としなければ正解ではない。

逆に問題がこの答え丈を分析する場合は，まず並びにに注目し，「［民法，

商法及び民訴］並びに［刑法及び刑訴］」というチャンクの結合を考えて，

チヤンク内部の「及びjの用法が「A, B及びCJと「A及びBJなので，

用法上・意味上ともにクリアできるので，そういう趣旨の配列であると理解

すればよい。もっとも，用法上は，「［民法］，［商法及び民訴］並びに［刑法

及び刑訴］」も可能であるが，この 3つが同一レベルでの対等の並列という

意味を考えにくいので，可能性は排除すべきである。

最後に，記憶フレーズである。

本稿のタイトルは「又は・若しくは・並びに・及び・かつjとした。選択の

接続詞 2つ，併合の接続詞 3つを並べたものである。順序は大小の順とした。

特に， l段階で用いる「又はjと「及びjを前にしたほうがいいとも考えた
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が，最終的には，タイトルとしての語日の良さ「3・4・4・3・2」を重

視した。

また，タイトルとしては長くなりすぎるので採用しなかったが，記憶フレ

ーズを作成した。大きい接続から小さい接続へと接続詞を並べ，最後に名称

で結んだ。

又は 大若し 小若し選択

または・おおもし・こもし・せんたく

大並び 小並び 及び かっ併合

おおならび・こならび・および・かつ・へいごう

法律学習の初めの頃に，選択及び併合の接続調の用法についての約束事を教

えることは，条文は論理的構造を有するものであり，論理的に分析的に読まね

ばならないという，法解釈の出発点である文理解釈一一これは言語学で言う構

文論・統辞論（シンタックス）レベルの作業操作ということになる一ーの作法

を教えることだと一般的に考えられている。しかし，接続詞の用法を踏まえて

条文内の語と語の関係を明らかにするという作業の裏に隠されているものは，

実は，法思考の本質にかかわる重要な考え方である。そしてそれは見える者だ

けに見える，つまり気づく力のある者だけが到達できる境地である。

それは，接続詞で結合されるものは，「A又はBJでも，「A及びBIでも，

AとBは対等であるということである。法律学で「対等」，つまり「等Jを

言うことは，正義の形式的原理「等しきものを等しく」に直結する。法の目

的である正義という価値の序列の網の目は，接続詞で結合される言葉に顕現

しているのである。


